
【現体制】救急業務高度化推進連絡協議会及びＭＣ協議会等（いずれも懇話会：危機管理室消防保安課が所管）

条例設置 条例設置 通知に基づき設置

収集した意見の具申

各地域救急懇話会 各地域ＭＣ協議会
救急隊員教育あり方
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ワーキンググループ ワーキンググループ

大阪府附属機関条例

各地域保健医療協議会 大阪府救急医療対策審議会 大阪府救急業務高度化推進連絡協議会

大阪府地域保健医療推進懇話会
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　１　医療・病床懇話会
　２　歯科保健懇話会
　３　薬事懇話会
　４　救急懇話会
　５  在宅医療懇話会
　６　精神医療懇話会

救急業務の高度化の推進について
（平成１３年７月４日消防救第２０４号消防庁救急救助課長通知）
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